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律
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九
号
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第
三
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三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
九
条
の
規

定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
旨
、
農
林
水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ

た
。

　
　

平
成
三
十
一
年
一
月
二
十
二
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一
１　

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

　
　
　

仙
台
市
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）
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保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

　
　
　

水
源
の
涵か
ん
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変
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後
の
指
定
施
業
要
件
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立
木
の
伐
採
の
方
法

　
　
　

⑴　

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

　
　
　

⑵ 　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町
村
森
林

整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
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間
伐
に
係
る
森
林
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の
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お
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と
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採
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限
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び
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植
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次
の
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お
り
と
す
る
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指
定
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業
要
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の
変
更
に
係
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保
安
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の
所
在
場
所

　
　
　

仙
台
市
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
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保
安
林
と
し
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指
定
さ
れ
た
目
的

　
　
　

土
砂
の
流
出
の
防
備
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変
更
後
の
指
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業
要
件
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伐
採
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方
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次
の
森
林
に
つ
い
て
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、
主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

　
　
　
　
　

仙
台
市
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

　
　
　

⑵　

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。
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主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
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所
在
す
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市
町
村
に
係
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標
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。
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植
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期
間
及
び
樹
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次
の
と
お
り
と
す
る
。
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次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
宮
城
県
庁
（
農
林
水
産
部
森
林

整
備
課
）
及
び
仙
台
市
役
所
に
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え
置
い
て
縦
覧
に
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す
る
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宮
城
県
告
示
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五
十
八
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林
法
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昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
九
条
の
規

定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
旨
、
農
林
水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ

た
。
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成
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十
一
年
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月
二
十
二
日
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宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

　
　

加
美
郡
加
美
町
（
国
有
林
。
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）、
加
美
郡
加
美
町
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

二　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

　
　

土
砂
の
流
出
の
防
備

三　

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

　

１　

立
木
の
伐
採
の
方
法

　
　

㈠　

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

　
　
　
　

加
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郡
加
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町
（
次
の
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に
示
す
部
分
に
限
る
。）　

　
　

㈡　

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

　
　

㈢ 　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町
村
森
林
整

備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

　
　

㈣　

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

２　

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

　
　
　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

（「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
宮
城
県
庁
（
農
林
水
産
部
森
林

整
備
課
）
及
び
加
美
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

議

会

〇
宮
城
県
議
会
訓
令
甲
第
四
号

　

宮
城
県
議
会
事
務
局
処
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
三
十
一
年
一
月
二
十
二
日

 

宮
城
県
議
会
議
長　
　

佐　
　

藤　
　

光　
　

樹　
　
　

　
　
　

 

宮
城
県
議
会
事
務
局
処
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

　

宮
城
県
議
会
事
務
局
処
務
規
程
（
昭
和
五
十
一
年
三
月
二
十
六
日
宮
城
県
議
会
訓
令
甲
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

　

第
二
条
議
事
課
の
分
掌
事
務
の
項
第
九
号
中
「
調
整
」
を
「
調
製
」
に
改
め
る
。

　

第
十
四
条
第
三
号
「
布
令
簿
」
の
下
に
「（
様
式
第
三
号
）」
を
加
え
、
同
条
第
四
号
中
「
文
書
番
号
簿
（
様
式
第
三

号
）」
を
「
文
書
番
号
簿
（
様
式
第
四
号
）」
に
改
め
、
同
条
第
五
号
中
「
親
展
文
書
番
号
簿
（
様
式
第
四
号
）」
を
「
親

展
文
書
番
号
簿
（
様
式
第
五
号
）」
に
改
め
、
同
条
第
六
号
「
送
付
簿
」
の
下
に
「（
様
式
第
六
号
）」
を
加
え
、
同
条

第
七
号
中
「
請
願
陳
情
受
理
簿
（
様
式
第
五
号
）」
を
「
請
願
陳
情
受
理
簿
（
様
式
第
七
号
）」
に
改
め
、
同
条
第
八
号

中
「
文
書
管
理
目
録
（
様
式
第
六
号
）」
を
「
文
書
管
理
目
録
（
様
式
第
八
号
）」
に
改
め
、
同
条
第
九
号
中
「
電
磁
的

記
録
管
理
目
録
（
様
式
第
六
号
の
二
）」
を
「
電
磁
的
記
録
管
理
目
録
（
様
式
第
八
号
の
二
）」
に
改
め
る
。

　

別
表
第
一
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
表
第
一
〔
第
十
五
条
関
係
〕

　

一　

法
規
文
、
公
示
文
（
公
告
を
除
く
。）
及
び
令
達
文

　
　
　

宮
城
県
議
会
規
則
第　
　
　

号

　
　
　

宮
城
県
議
会
訓
令
甲
第　
　
　

号

　
　
　

宮
議
告
示
第　
　
　

号

　

二　

往
復
文

　
　

⑴　

親
展
文
書

　
　
　
　

宮
議
親
第　
　
　

号

　
　

⑵　

普
通
文
書

　
　
　
　

宮
議
第　
　
　

号

　

様
式
第
十
三
号
を
様
式
第
十
五
号
と
し
、
様
式
第
十
二
号
を
様
式
第
十
四
号
と
し
、
様
式
第
十
一
号
を
様
式
第
十
三

号
と
し
、
様
式
第
十
号
を
様
式
第
十
二
号
と
し
、
様
式
第
九
号
を
様
式
第
十
一
号
と
し
、
様
式
第
八
号
を
様
式
第
十
号

と
し
、
様
式
第
七
号
を
様
式
第
九
号
と
し
、
様
式
第
六
の
二
号
を
様
式
第
八
の
二
号
と
し
、
様
式
第
六
号
を
様
式
第
八

号
と
し
、
様
式
第
五
号
を
様
式
第
七
号
と
し
、
様
式
第
四
号
を
様
式
第
五
号
と
し
、
同
様
式
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加

え
る
。
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様
式
第
三
号
を
様
式
第
四
号
と
し
、
様
式
第
二
号
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。

様
式
第
6
号
（
第
14条
関
係
）

送
付

簿

決
裁
及
び
査
閲

起
案

者
印
図

書
等

名
送
付
先
送
付
月
日
摘

要
課
長
又

は
所
長

課
長
補

佐
又
は

所
の
次

長
　
　

班
長

月
　
　
日

月
　
　
日

月
　
　
日

月
　
　
日

月
　
　
日

月
　
　
日

月
　
　
日

月
　
　
日

月
　
　
日

月
　
　
日
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附　

則

　

こ
の
訓
令
は
、
平
成
三
十
一
年
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

選
挙
管
理
委
員
会

〇
宮
選
管
告
示
第
三
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
政
治
団

体
の
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
三
十
一
年
一
月
二
十
二
日

 

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委
員
長　
　

伊　
　

東　
　

則　
　

夫　
　
　

㈠　

政
党
の
支
部

　

イ　

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
以
外
の
政
党
の
支
部

政
治
団
体

の

名

称

代

表

者

の

氏

名

会
計
責
任
者

の

氏

名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

一
以
上
の
市
町

村
等
の
区
域
を

単
位
と
し
て
設

け
ら
れ
る
支
部

届
出
年
月
日

自
由
民
主
党
大

衡
村
支
部

堀
籠　

友
也

狩
野　

勝
彦

黒
川
郡
大
衡
村
大
衡
字
小
沓

掛
六
一－

二

〇

平
成
三
十
年

 

十
二
月
十
九
日

㈡　

そ
の
他
の
政
治
団
体
（
政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
）

　

イ　

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
以
外
の
政
治
団
体

　

政
治
団
体
の
名
称

代

表

者

の

氏

名

会
計
責
任
者

の

氏

名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

届
出
年
月
日

細
野
た
か
し
応
援
団

太
田　

昌
彦

丸　
　

忠
徳

仙
台
市
泉
区
館
四－

三
八－

一
〇

平
成
三
十
年

 

十
二
月
十
二
日

も
の
づ
く
り
産
業
の
将

来
に
向
け
政
策
実
現
を

推
進
す
る
仙
台
杜
の
会

青
沼　

勝
則

及
川　
　

猛

仙
台
市
宮
城
野
区
港
一－

六－

一

平
成
三
十
年

 

十
二
月
十
四
日

〇
宮
選
管
告
示
第
四
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
政
治
団

体
の
届
出
事
項
を
異
動
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
三
十
一
年
一
月
二
十
二
日

 

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委
員
長　
　

伊　
　

東　
　

則　
　

夫　
　
　

㈠　

政
党
の
支
部

様
式
第
3
号
（
第
14条
関
係
）

布
令

簿

番
号
件

名
公
報
登
載

月
日
公
報
発
行
番
号
課

名
定

期
号

外

第
　
　
号

月
　
　
　
日
第
　
　
　
号

第
　
　
　
号

第
　
　
号

月
　
　
　
日
第
　
　
　
号

第
　
　
　
号

第
　
　
号

月
　
　
　
日
第
　
　
　
号

第
　
　
　
号

第
　
　
号

月
　
　
　
日
第
　
　
　
号

第
　
　
　
号

第
　
　
号

月
　
　
　
日
第
　
　
　
号

第
　
　
　
号

第
　
　
号

月
　
　
　
日
第
　
　
　
号

第
　
　
　
号
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政
治
団
体
の
名
称

代

表

者

の

氏

名

異
動
事
項

新

旧

異
動
年
月
日

自
由
民
主
党
鳴
瀬
支
部

髙
橋　

宗
也

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

東
松
島
市
小
野
字

裏
丁
二
四－

二

東
松
島
市
野
蒜
ヶ

丘
二－

二
七－

二

平
成
三
十
年

 

十
二
月
十
九
日

自
由
民
主
党
宮
城
県
第

一
選
挙
区
支
部

土
井　
　

亨

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

仙
台
市
青
葉
区
上

杉
一－

一－

三
〇

仙
台
市
青
葉
区
二

日
町
一
一－

一
二

平
成
三
十
年

 

十
二
月
三
日

㈡　

そ
の
他
の
政
治
団
体
（
政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
）

政
治
団
体
の
名
称

代

表

者

の

氏

名

異
動
事
項

新

旧

異
動
年
月
日

輝
く
未
来
の
会

生
出
泉
太
郎

代

表

者

の

氏

名

生
出
泉
太
郎

村
岡　

玲
子

平
成
三
十
年

 

十
二
月
二
十
一
日

政
経
フ
ォ
ー
ラ
ム

土
井　
　

亨

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

仙
台
市
青
葉
区
上

杉
一－

一－

三
〇

仙
台
市
青
葉
区
二

日
町
一
一－

一
二

平
成
三
十
年

 

十
二
月
三
日

土
井
と
お
る
チ
ャ
レ
ン

ジ
２
１

和
田　
　

弘

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

仙
台
市
青
葉
区
上

杉
一－

一－

三
〇

仙
台
市
青
葉
区
二

日
町
一
一－

一
二

平
成
三
十
年

 

十
二
月
三
日

星
雅
俊
後
援
会

星　
　

雅
俊

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

石
巻
市
末
広
町
二

－
四
四

石
巻
市
末
広
町
三

－

七

平
成
三
十
年

 

六
月
十
日

宮
城
県
建
築
士
事
務
所

政
経
研
究
会

栗
原　

憲
昭

代

表

者

の

氏

名

栗
原　

憲
昭

髙
橋　

清
秋

平
成
三
十
年

 

七
月
十
二
日

　

会
計
責
任
者

の

氏

名

高
橋　

靖
成

松
田　

純
也

　

宮
城
県
商
工
政
治
連
盟

丸
森
支
部

白
木　

寛
一

代

表

者

の

氏

名

白
木　

寛
一

秋
葉　
　

薫

平
成
三
十
年

 

六
月
十
六
日

　

　

会
計
責
任
者

の

氏

名

船
山　

俊
一

中
村　

次
男

　

宮
城
県
商
工
政
治
連
盟

村
田
支
部

渡
邊　

人
志

代

表

者

の

氏

名

渡
邊　

人
志

増
田　

敏
昭

平
成
三
十
年

 
五
月
二
十
六
日

宮
城
県
商
工
政
治
連
盟

亘
理
山
元
支
部

門
澤　

俊
夫

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

亘
理
郡
亘
理
町
字

中
町
二
一

亘
理
郡
山
元
町
山

寺
字
山
下
七
三

平
成
三
十
年

 
六
月
二
十
九
日

代

表

者

の

氏

名

門
澤　

俊
夫

森　
　

輝
雄

会
計
責
任
者

の

氏

名

門
澤　

俊
夫

森　
　

輝
雄

若
生
ひ
ろ
と
し
後
援
会

中
鉢　

義
徳

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

富
谷
市
成
田
一－

二－

二

富
谷
市
今
泉
鶴
巻

五
一

平
成
三
十
年

 

十
二
月
一
日

〇
宮
選
管
告
示
第
五
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
政
治

団
体
が
解
散
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
三
十
一
年
一
月
二
十
二
日

 

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委
員
長　
　

伊　
　

東　
　

則　
　

夫　
　
　

㈠　

そ
の
他
の
政
治
団
体
（
政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
）

　
　
　
　
　

政　

治　

団　

体　

の　

名　

称

代
表
者
の
氏
名
　
　
　
　

解
散
年
月
日

新
し
い
風
気
仙
沼
の
会

斉
藤
巳
寿
也

平
成
三
十
年
十
一
月
二
十
九
日

高
橋
あ
き
ら
後
援
会

高
橋　
　

晃

平
成
三
十
年
十
一
月
十
三
日

〇
宮
選
管
告
示
第
六
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
政
治
団
体
か
ら
平

成
三
十
年
分
収
支
報
告
書
の
提
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
要
旨
を
次
の
と
お

り
公
表
す
る
。

　
　

平
成
三
十
一
年
一
月
二
十
二
日

 

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委
員
長　
　

伊　
　

東　
　

則　
　

夫　
　
　

政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨
（
単
位
：
円
）

（
そ
の
他
の
政
治
団
体
）

新
し
い
風
気
仙
沼
の
会

報
告
年
月
日
　
30. 12. 27（

30. 11. 29解
散
）

１
　
収
入
総
額

0 

２
　
支
出
総
額

0 

高
橋
あ
き
ら
後
援
会

報
告
年
月
日
　
30. 12. 11（

30. 11. 13解
散
）

１
　
収
入
総
額

178,240 

　
　
　
本
年
収
入
額

178,240 

２
　
支
出
総
額

178,240 

３
　
本
年
収
入
の
内
訳

　
　
寄
附

178,240 

　
　
　
個
人
分

178,240 

４
　
支
出
の
内
訳

　
　
政
治
活
動
費

178,240 

　
　
　
組
織
活
動
費

178,240 

５
　
寄
附
の
内
訳
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〇
宮
選
管
告
示
第
七
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
九
条
第
三
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

り
資
金
管
理
団
体
の
届
出
事
項
を
異
動
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
三
十
一
年
一
月
二
十
二
日

 

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委
員
長　
　

伊　
　

東　
　

則　
　

夫　
　
　

資
金
管
理
団

体
の
届
出
を

し
た
者
の
氏

名

資
金
管
理
団
体
の

名　
　
　
　
　

称

異
動
事
項

新

旧

　

異
動
年
月
日

土
井　
　

亨

政
経
フ
ォ
ー
ラ
ム

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

仙
台
市
青
葉
区
上
杉

一－
一－

三
〇

仙
台
市
青
葉
区
二
日

町
一
一－

一
二

平
成
三
十
年

 

十
二
月
三
日

労
働
委
員
会

〇
宮
城
県
労
働
委
員
会
告
示
第
三
号

　

労
働
関
係
調
整
法
（
昭
和
二
十
一
年
法
律
第
二
十
五
号
）
第
十
条
の
規
定
に
よ
り
委
嘱
し
て
い
る
宮
城
県
労
働
委
員

会
あ
っ
せ
ん
員
候
補
者
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
　

平
成
三
十
一
年
一
月
二
十
二
日

 

宮
城
県
労
働
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

会　

長　
　

水　
　

野　
　

紀　
　

子　
　
　

　
　
〔
個
人
分
〕

　
　
高
橋
晃

178,240 亘
理
郡
亘
理
町

宮
城
県
労
働
委
員
会
あ
っ
せ
ん
員
候
補
者
名
簿

 
（
平
成
31年
１
月
１
日
現
在
）
　

氏
　
　
名

現
　
　
　
　
　
職

主
　
要
　
経
　
歴

委
嘱
年
月
日

水
　
野
　
紀
　
子
宮
城
県
労
働
委
員
会
委
員

東
北
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
教
授
東
北
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科

長
平
30．
４
．
１

坂
　
田
　
　
　
宏
宮
城
県
労
働
委
員
会
委
員

東
北
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
教
授
横
浜
国
立
大
学
経
営
学
部
助
教

授
平
30．
４
．
１

岡
　
﨑
　
貞
　
悦
宮
城
県
労
働
委
員
会
委
員

弁
　
護
　
士

弁
　
護
　
士

平
30．
４
．
１

豊
　
田
　
耕
　
史
宮
城
県
労
働
委
員
会
委
員

弁
　
護
　
士

弁
　
護
　
士

平
30．
４
．
１

佐
々
木
　
く
　
み
宮
城
県
労
働
委
員
会
委
員

東
北
学
院
大
学
法
学
部
准
教
授

平
30．
４
．
１

小
　
出
　
裕
　
一
宮
城
県
労
働
委
員
会
委
員

日
本
労
働
組
合
総
連
合
会
宮
城
県
連

合
会
会
長

日
本
労
働
組
合
総
連
合
会
宮
城

県
連
合
会
仙
台
地
域
協
議
会
議

長
平
30．
４
．
１

佐
々
木
　
弘
　
昭
宮
城
県
労
働
委
員
会
委
員

全
日
通
労
働
組
合
宮
城
支
部
執
行
委

員
長

日
本
労
働
組
合
総
連
合
会
宮
城

県
連
合
会
執
行
委
員

平
30．
４
．
１

池
　
町
　
江
美
子
宮
城
県
労
働
委
員
会
委
員

全
労
連
・
全
国
一
般
宮
城
一
般
労
働

組
合
み
や
ぎ
生
協
支
部
書
記
長

全
国
生
協
労
働
組
合
連
合
会
女

性
部
会
長

平
30．
４
．
１

阿
　
部
　
康
　
志
宮
城
県
労
働
委
員
会
委
員

東
北
電
力
労
働
組
合
宮
城
県
本
部
委

員
長

平
30．
４
．
１

加
　
藤
　
　
　
仁
宮
城
県
労
働
委
員
会
委
員

Ｕ
Ａ
ゼ
ン
セ
ン
宮
城
県
支
部
支
部
長
Ｕ
Ａ
ゼ
ン
セ
ン
山
口
県
支
部
支

部
長

平
31．
１
．
１

岡
　
崎
　
智
　
政
宮
城
県
労
働
委
員
会
委
員

株
式
会
社
三
陸
河
北
新
報
社
代

表
取
締
役
社
長

平
30．
４
．
１

大
　
内
　
栄
　
治
宮
城
県
労
働
委
員
会
委
員

公
益
財
団
法
人
七
十
七
ビ
ジ
ネ
ス
振

興
財
団
業
務
執
行
理
事

株
式
会
社
七
十
七
銀
行
取
締
役

平
30．
４
．
１

伊
　
藤
　
光
　
芳
宮
城
県
労
働
委
員
会
委
員

株
式
会
社
本
山
製
作
所
執
行
役

員
管
理
本
部
長

平
30．
４
．
１

星
　
　
　
昌
　
明
宮
城
県
労
働
委
員
会
委
員

東
北
電
力
株
式
会
社
ビ
ジ
ネ
ス
サ

ポ
ー
ト
本
部
人
財
部
部
長

東
北
電
力
株
式
会
社
天
童
営
業

所
長

平
30．
４
．
１

星
　
　
　
幸
　
一
宮
城
県
労
働
委
員
会
委
員

一
般
社
団
法
人
宮
城
県
経
営
者
協
会

専
務
理
事

東
北
電
力
株
式
会
社
相
双
営
業

所
長

平
30．
８
．
１

正
　
木
　
　
　
毅
宮
城
県
労
働
委
員
会
事
務
局
長

平
28．
４
．
１

佐
々
木
　
俊
　
人
宮
城
県
労
働
委
員
会
事
務
局

次
長
兼
審
査
調
整
課
長

平
30．
４
．
１
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